
さいたま市大宮区選挙管理委員会告示第４号 

 令和８年２月８日執行の第５１回衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙並

びに第２７回最高裁判所裁判官国民審査における投票所は、次のとおりである。 

令和８年１月２７日 

                 さいたま市大宮区選挙管理委員会   

                   委員長  宮 澤  則 之   

１ 投票所 

投票所番号 投票所名 投票所番号 投票所名 

第１投票所 大成小学校 第１２投票所 大宮小学校 

第２投票所 大成中学校 第１３投票所 大宮北小学校 

第３投票所 櫛引町１丁目自治会館 第１４投票所 神戸幼稚園 

第４投票所 三橋一丁目自治会館 第１５投票所 大宮北中学校 

第５投票所 三橋小学校 第１６投票所 大宮東小学校 

第６投票所 大宮国際中等教育学校 第１７投票所 大宮東中学校 

第７投票所 三つ和会館 第１８投票所 大宮工房館 

第８投票所 上小保育園 第１９投票所 芝川小学校 

第９投票所 上小小学校 第２０投票所 大宮南中学校 

第１０投票所 桜木小学校 第２１投票所 大宮南小学校 

第１１投票所 桜木中学校 第２２投票所 北袋町自治会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大宮区選挙管理委員会事務局 

「告示期間の期限日（令和８年２月８日まで）」 


